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令和３年度中に多面的機能支払交付金の共同活動中に発生した事故件数は本省に報告のあったものだ

けで令和３年１０月２７日時点で１２４件あり、令和２年度の１１６件、令和元年度の５５件を超えて

います。 

活動項目別で見ると、草刈り中の事故が８０％を占め増加しています。事故別原因別で見ると、転倒・

転落が４３％で今年度は死亡事故や意識不明の重体となった事故も発生しています。草刈り中に転倒・

転落をして骨折等してしまうケースや、草刈り機使用中の転倒や不注意により創傷等を負ってしまうケ

ースが頻発しています。また、昨年度に比べ、蜂刺されや物損事故も多く見受けられます。 

 令和２年度の制度改正で実践活動等の際には、安全な活動に努めるものとし、研修メニューに「機械の

安全使用に関する研修」を全ての活動組織に活動期間中に１回以上実施することが追加されました。 

 三重県農地水協議会では、「みえのつどい」で研修を実施す

る予定をしておりましたが、本年度も昨年度に引き続き、新型

コロナ感染拡大の影響を受け中止となりました。ただ、令和３

年度に終期を迎える活動組織が多くありましたので、活動終期

を迎える活動組織を

対象（伊賀農林事務所

管内は全ての活動組

織を対象）に新型コロ

ナ感染拡大防止対策

を施した上で、密を避けるため、各農林事務所単位で「安全研修」

を「事務研修」と併せて開催しました。 

 研修は１１月１７日に四日市農林事務所管内、１１月２４日

に伊賀農林事務所管

内（名張市）、１１月２９日に尾鷲農林水産事務所管内、１２

月６日に松阪農林事務所管内、１２月７、８日に伊賀農林事務

所管内（伊賀市）、１２月２０日に津農林水産事務所管内の活

動組織の方を対象に、「事業完了に向けた事務研修」、「刈り払

い機作業の基本と点検方法」、「田んぼダムの取組」について協

議会の説明とＤＶＤ視聴（伊賀農林事務所管内はＪＡいがふる

さと担当者による農業機械の安全研修）を交えての研修を行い

とても有意義なものとなりました。 

「多面的機能支払交付金の安全研修と事務研修」の開催 
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活動組織の紹介 

 

 

 

 

 

◆          （熊野市） 

設 立    平成２７年３月３１日 

取組面積   田：５１６ａ 畑：０ａ  

主要施設   開水路：３．１ｋｍ 農道：１．６ｋｍ 

構成員    農業者：１１人 非農業者：１人 

 

三重県南部に位置する熊野市は、年間を通した平均気温が 17℃、冬でも 9℃と温暖な気候ですが、私

たちが活動する飛鳥町は標高 300mの山間部に位置し、冬は氷点下を記録するなど、高原の寒冷な気候と

なっています。また、市全体の 65 歳以上の人口が 44%と高齢化社会が進行する熊野市において、私たち

が活動する飛鳥町においては 52%となり、さらに厳しい状況となっております。過疎高齢化に加え、山間

部ゆえのシカやイノシシなどによる獣害被害もあり、農業を取り巻く環境は非常に厳しい状況となって

おります。 

そのような状況下でも、集落が一体となり、農業が有する多面的機能を維持していくことは、農業及び

集落を継続していく上でも大変重要な取組となっています。 

 

○水路の維持活動 

清流・大又川に隣接し、水資源が豊富な当地区においても、田んぼへ

の水路を守っていくことは大変重要な活動となっています。毎年３回水

路の草刈り、必要に応じて堰の補修を行います。 
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○獣害柵の保守管理 

 自然環境が豊かな山間部では、シカやイノシシな

どの獣たちと隣り合わせで生活を営んでいます。そ

のため、農業を営む上では、獣害対策が不可欠とな

っています。平成 26年度に自力施工により、集落一

帯を網で囲みました。管理を怠るとシカやイノシシ

の侵入を許すことになり、耕作意欲の減退につなが

ってしまいます。そのため、定期的に獣害柵の見回

りを行い、修繕を行っています。 

 

 

 

 

○景観形成の取組 

田んぼを中心に集落が掲載されている当地区にお

いて、遊休農地化については、景観上大きな問題とな

ります。そのため、地区の遊休農地となっている田ん

ぼにコスモスの植栽を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農地維持活動の推進について 

 構成員の高齢化が進む平本郷溝組合 

ですが、地域が一丸となった維持・修 

繕計画的に行っていることにより、維 

持管理活動が軽易に行うことができて 

おります。これからも集落と農業を守 

るために、活動を継続していきたいと 

考えております。 

 

 

 

https://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_616.html
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